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●国保税の軽減

　国保世帯の合計所得が一定金額以下の世帯は、保険税均等割額が軽減されます。申請の

必要はありませんが、軽減を受けるためには、世帯主を含む被保険者全員の方の所得の申

告が必要です。

●未就学児の保険税均等割額の軽減

　子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、未就学児に係る保険税均等割の５割を減額

します。

●納税通知書の送付

　令和７年度の国保税の納税通知書は、７月上旬に送付します。

＊問い合わせは、住民課　☎８３-２１９０

奥多摩町簡易電気柵等購入費補助金の補助率および限度額を変更します

　令和７年度から下表のとおり、簡易電気柵等購入費補助金の補助率および限度額を

引き上げます。獣害被害によりお困りの方は、これを機にぜひご活用ください。

※購入費用が５千円に満たない場合は補助対象外、1円未満は切り捨て

【変更前】

令和６年３月３１日まで

【変更後】

令和７年４月１日から

補助率 補助上限額 補助率 補助上限額

1/2（50％） 30,000円 4/5（80％） 60,000円

「サル追い払い用花火等の支給について」

　町では、農作物へのサル被害でお困りの住民の方を対象にサル追い払い用花火および爆

竹の支給を無償で行っています。ご希望の方は、町役場観光産業課までご連絡ください。

※問い合わせは、観光産業課　☎８３-２２９５

●国保税率の改正

　町では、東京都から示された「標準保険料率」を参考に「国保財政健全化計画」を策定し、

計画的な税率改定により、法定外繰入を段階的に削減していくこととしています。

　令和７年度の税率改定では、下表のとおり改定しました。
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No.857 2025 年 5 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

5 月 15 日～ 31 日 カレンダー 町内開催の行事・各種相談を掲載。「■」は

事前申込が必要、「→㌻」は詳細の記事あり。

日・曜日 町民みなさん向けの内容　【☆】観光施設イベントは町外からも来場可能

１５・木 ■心理発達相談（10:30 ～きこりん・徳井臨床心理士）→２２㌻・前日〆

１６・金

１７・土

１８・日

１９・月

２０・火

２１・水

■高次脳機能障害相談（９時～保健福祉センター）→１５㌻・前日〆

　元気アップおくたま事業（13:30～栃久保自治会館：理学療法士によるミニ体力測定）→１７㌻

■ウエルカムランチ（11:30～氷川保育園：見学・給食試食）→１７㌻・前日〆先着順

２２・木 　ヘルシー体操（10 時～福祉会館）　
　マイナンバーカード夜間臨時窓口（15:30 ～住民課窓口）→９㌻・５/ １６〆

２３・金 ■心理発達相談（10:30 ～きこりん・鎌田臨床心理士）→２２㌻・前日〆

２４・土 　相続・成年後見相談 (13:00 ～福祉会館 ) →１５㌻

２５・日

２６・月 　ヘルシー体操（14:00 ～文化会館）

２７・火
　元気アップおくたま事業（13:30 ～南氷川生活館：理学療法士によるミニ体力測定）→

　１７㌻

２８・水 ■高次脳機能障害相談（９時～保健福祉センター）→１５㌻・前日〆

２９・木

３０・金 ■ぴよぴよ広場「WARA リズム」（10:30 ～・きこりん）→２２㌻・5/26 〆

３１・土

≪今月の納期　６／２（月）≫　固定資産税第１期分・軽自動車税

母
子
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診
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程
表

６月１１日（水）保健福祉センター

〔受付〕１３：１０～１３：３０

１・２・４・５歳児歯科健診

…令和２・３・５・６年５月生まれ）

乳幼児歯科相談

…お約束表もしくは電話でご予約された方

６月１３日（金）保健福祉センター

〔受付〕１３：００～１３：１０

　３～４か月児健診…個別通知が届いた方
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●国保税の軽減

　国保世帯の合計所得が一定金額以下の世帯は、保険税均等割額が軽減されます。申請の

必要はありませんが、軽減を受けるためには、世帯主を含む被保険者全員の方の所得の申

告が必要です。

●未就学児の保険税均等割額の軽減

　子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、未就学児に係る保険税均等割の５割を減額

します。

●納税通知書の送付

　令和７年度の国保税の納税通知書は、７月上旬に送付します。

＊問い合わせは、住民課　☎８３-２１９０

奥多摩町簡易電気柵等購入費補助金の補助率および限度額を変更します

　令和７年度から下表のとおり、簡易電気柵等購入費補助金の補助率および限度額を

引き上げます。獣害被害によりお困りの方は、これを機にぜひご活用ください。

※購入費用が５千円に満たない場合は補助対象外、1円未満は切り捨て

【変更前】

令和６年３月３１日まで

【変更後】

令和７年４月１日から

補助率 補助上限額 補助率 補助上限額

1/2（50％） 30,000円 4/5（80％） 60,000円

「サル追い払い用花火等の支給について」

　町では、農作物へのサル被害でお困りの住民の方を対象にサル追い払い用花火および爆

竹の支給を無償で行っています。ご希望の方は、町役場観光産業課までご連絡ください。

※問い合わせは、観光産業課　☎８３-２２９５

●国保税率の改正

　町では、東京都から示された「標準保険料率」を参考に「国保財政健全化計画」を策定し、

計画的な税率改定により、法定外繰入を段階的に削減していくこととしています。

　令和７年度の税率改定では、下表のとおり改定しました。
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●国保税の軽減

　国保世帯の合計所得が一定金額以下の世帯は、保険税均等割額が軽減されます。申請の

必要はありませんが、軽減を受けるためには、世帯主を含む被保険者全員の方の所得の申

告が必要です。

●未就学児の保険税均等割額の軽減

　子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、未就学児に係る保険税均等割の５割を減額

します。

●納税通知書の送付

　令和７年度の国保税の納税通知書は、７月上旬に送付します。

＊問い合わせは、住民課　☎８３-２１９０

奥多摩町簡易電気柵等購入費補助金の補助率および限度額を変更します

　令和７年度から下表のとおり、簡易電気柵等購入費補助金の補助率および限度額を

引き上げます。獣害被害によりお困りの方は、これを機にぜひご活用ください。

※購入費用が５千円に満たない場合は補助対象外、1円未満は切り捨て

【変更前】

令和６年３月３１日まで

【変更後】

令和７年４月１日から

補助率 補助上限額 補助率 補助上限額

1/2（50％） 30,000円 4/5（80％） 60,000円

「サル追い払い用花火等の支給について」

　町では、農作物へのサル被害でお困りの住民の方を対象にサル追い払い用花火および爆

竹の支給を無償で行っています。ご希望の方は、町役場観光産業課までご連絡ください。

※問い合わせは、観光産業課　☎８３-２２９５

●国保税率の改正

　町では、東京都から示された「標準保険料率」を参考に「国保財政健全化計画」を策定し、

計画的な税率改定により、法定外繰入を段階的に削減していくこととしています。

　令和７年度の税率改定では、下表のとおり改定しました。令和７年度の税率改定

令和７年度
標準保険料率

令和７年度
①

令和６年度
②

比　較
①－②

所得割
均等割 45,658円 33,100円 29,500円 3,600円
限度額 ——— 660,000円 650,000円 10,000円
所得割
均等割 17,013円 12,600円 11,000円 1,600円
限度額 ——— 260,000円 240,000円 20,000円
所得割
均等割 16,565円 12,600円 12,600円 0円
限度額 ——— 170,000円 170,000円 0円

医療基礎分

後期高齢者
支援金等分

介護納付金分

項目


